
※ ごみの出し方については、「ごみの分け方・出し方（家庭用）」をご参照ください。ごみは収集日の当日、朝８時までに出してください。

※ 収集日が祝祭日にあたる場合でも、収集は行います。　※ 悪天候の場合は、収集を変更または中止をする場合があります。

分別品目 収集場所等メモ
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古紙

段ボール、新聞、広告・チラシ類、
図書・雑誌、ボール紙等、

牛乳パック等、紙製容器包装

びん・ガラス・陶磁器、
蛍光管・電球

ペットボトル、
トレイ（白色・色付き）、
発泡スチロール（白色）

缶類、スプレー缶・
ガス缶・刃物類、

小型金物

廃食用油、廃乾電池、
古着・古布

◇直接搬入施設について◇　　　　　　　　　※ 令和８年４月より、白鳥エコプラザ、郡上クリーンセンター及び郡上北部クリーンセンターの受付時間が変更になりました。

※ 令和８年４月より、白鳥エコプラザへ事業系資源ごみの搬入はできなくなりました。（郡上クリーンセンターへ直接搬入してください。）

施設名

白鳥エコプラザ
（白鳥振興課 82-3111）

郡上クリーンセンター

八幡市島埋立場 ：　軽トラ1100円・１ｔ車2100円・2t車4200円・4t車8400円
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、ﾌﾞﾛｯｸ、陶器、瓦、
ﾀｲﾙ、ﾚﾝｶﾞ、ｶﾞﾗｽ、土壁

1211 9 13 11 15

12月29日～1月3日

3

毎月
第2金曜日 10 8 12 10 14

令和8年度　ごみ収集カレンダー 対象地区 白鳥

ごみ収集カレンダーは、令和8年4月1日～令和9年3月31日のごみ収集日・ごみ施設の開設日について表記しています。

収集日 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １月 ２月 ３月

燃えるごみ 毎週
月曜日
木曜日

９月 １０月 １１月 １２月

3毎月
第1水曜日 1 6 3 1 5 2 7 4 2

7

6 3

毎月
第1月曜日 6 4 1 6 3 1

6 6

8 5 5

12

42

９：００～１２：００
　古紙、ペットボトル、白色トレイ・発泡スチロール、びん、ガラス・陶磁器、蛍光管・電球、廃食用油、
  廃乾電池、古着・古布は指定袋に入れ氏名を記入

3 1 5

7 15

4 5 914 2 5

水・金曜日
第2･4日曜日

９：００～１５：００
９：００～１２：００

12月29日～1月3日
（お盆：8月13日～16日）

6 4

4 4

　金物類、缶類、金属製粗大ごみ：１０ｋｇあたり３００円　　

12月31日～1月3日

毎月
第1金曜日 3 7 4 2

※スプレー缶・ガス缶の穴開けは不要です。ただし、必ず中身を出し切って下さい。

毎月
第1土曜日

※「プラスチック製容器包装」は「燃えるごみ」として出してください。

76

3 7毎月
第1木曜日 2 7 4 2 6

月～土曜日

3 1 5

郡上北部クリーンセンター
月～土曜日

12月31日～1月3日

年末年始の休業に伴い、1月の収集日程が上記のとおり変更となります。（二重枠の部分）

※1月～2月の土曜日は休み

　８：３０～１２：００
１３：００～１６：００

　８：３０～１２：００
１３：００～１６：００

　燃えるごみ：１０ｋｇあたり１1０円
　資源ごみ(小型金物、缶類、スプレー缶・ガス缶・刃物類を除く）：家庭から出たものは無料

受付日時 搬入可能なもの 年末年始休業日

毎週日曜日

生ごみは「良く水を切ってから」出しましょう

　　　　　郡上市環境標語／　「もったいない」　その心がけが　地球を救う 郡上市役所　　白鳥振興事務所振興課　　（電話　８２－３１１１）


